
 

※ 登録内容に変更が生じた時は所定の用紙で変更届けが必要です。 

※ 申請書、変更届は健康福祉課にあります。 

地域生活支援拠点の手続き《事業所用》 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

1, 地域生活支援拠点の機能を担う事業所の届出について 
 

 地域生活支援拠点の機能を強化する観点から、①相談機能②緊急時の受け入

れ・対応③体験の機会・場の提供④専門的人材の確保・育成⑤地域の体制づく

りの 5 つの機能の一部を担う町内の事業所につきましては、事業所の運営規定

に地域生活支援拠点の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規

定し、当該事業所であることを町に届けることで、所定の加算を算定できます。

《加算対象とならない事業所で緊急時の受入、体験の機会（宿泊必須）を実施

する場合は地域移行のための安心生活支援事業で協定を締結した後、実施する

ことができます。》 
 

《届出の流れ》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更した運営規定の写し

を提出 

登録承認決定通知書を

事業所に通知 

役 場 

事業所台帳に登録 

運営規定の変更 

(町に運営規定の変更届出書を提出) 

事 業 所 

令和 3 年 4 月 1 日  

地域移行のための安心生活支援事業 施行 
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2, 地域移行のための安心生活支援事業について 
 

① 事業内容(地域移行のための安心生活支援事業要綱より) 
 

1) 緊急一時的な宿泊事業 地域で生活する障がい者等の急な体調不良や、介護者   

又は保護者の急病等の場合、短期入所等における緊急受け入れや医療機関への連

絡等の必要な対応を行う事業で、宿泊することが適当でない特別な事情があると

認める場合には、宿泊を伴わない事業の利用をすることができるものとする。 

2) 体験的宿泊事業 地域生活への移行や親元からの自立等に当たって、共同生活 

援助等の障害福祉サービスの利用や緊急時の宿泊体験で 1 人暮らしの体験の機

会や場を提供する。 

3) その他の町長か必要と認める事業 

 

② 利用単価(地域移行のための安心生活支援事業要綱より) 

  

短期入所サービス費に準じた単位及び加算額(食事代及び光熱費等の実

費負担は各町の要綱の定めのとおり) 

 

③ 利用後の流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

役 場 

サービスを提供した月の 10 日までに、当該月に係る費

用を、安心生活支援事業費請求書に安心生活支援事業利

用実績明細書を添えて請求する。 

請求のあった日から 30 日以内に内容を確認のうえ

費用を支払う 

事 業 所 
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・地域移行のための安心生活支援事業利用申請書 

・地域移行のための安心生活支援事業請求書 

・地域移行のための安心生活支援事業利用実績明細書 

 

※申請書等は、保健福祉課にあります。 

 
 

 

                                                                                                                                                                      

安心生活支援事業利用申請様式 参考資料(当麻町) 
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